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○加須市障害者等住宅改修費給付事業実施要綱 

平成２２年３月２３日 

告示第６１号 

改正 平成２５年４月１日告示第１１０号 

（目的） 

第１条 この要綱は、日常生活を営むことに著しく支障のある障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。

以下「法」という。）に基づく障害者等（以下「障害者等」という。）が段

差解消など住環境の改善を行う場合において、居宅生活動作補助用具の購入

費及び住宅改修工事費（以下「住宅改修費」という。）に要する経費の一部

を給付することにより、地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に

資することを目的とする。 

（平成２５告示１１０・一部改正） 

（対象者） 

第２条 住宅改修費給付事業の対象者は、市内に居住し、下肢、体幹又は乳幼

児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害（移動機能障害に限る。）

を有する障害者等であって、障害程度等級３級以上のもの（ただし、特殊便

器への取替えについては上肢障害２級以上のもの）及び障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号）

別表に掲げる特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に

相当な制限を受ける程度である者とする。ただし、介護保険法（平成９年法

律第１２３号）により住宅改修費の支給を受けられる者は、対象者から除く

ものとする。 

（平成２５告示１１０・一部改正） 

（住宅改修費の範囲） 

第３条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作

補助用具の購入費及び改修工事費とする。 

（１） 手すりの取付け 
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（２） 段差の解消 

（３） 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 

（４） 引き戸等への扉の取替え 

（５） 洋式便器等への便器の取替え 

（６） その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修 

（住宅改修費の給付要件） 

第４条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われる

もの（借家の場合は、家主の承諾を必要とする。）であり、かつ、身体の状

況、住宅の状況等を勘案して加須市福祉事務所長（以下「福祉事務所長」と

いう。）が必要と認める場合に給付するものとする。 

２ 住宅改修費の給付は、同一の者については、原則として１回限りとするも

のとする。 

（申請） 

第５条 住宅改修費の給付を受けようとする障害者等又はその保護者（配偶者、

親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護するものをいう。以

下同じ。）（以下「申請者」という。）は、住宅改修費給付申請書（様式第

１号）を福祉事務所長に提出しなければならない。 

（調査） 

第６条 福祉事務所長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、必要

な調査等を行い、住宅改修費給付調査書（様式第２号）を作成し、住宅改修

費の給付の適否を決定しなければならない。 

（決定） 

第７条 福祉事務所長は、前条の調査により住宅改修費の給付の適否を決定し

たときは、住宅改修費給付決定・却下通知書（様式第３号）により申請者に

通知するものとする。 

２ 福祉事務所長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、

住宅改修費給付券（様式第４号。以下「給付券」という。）を申請者に交付

するものとする。 



3 

（住宅改修費の給付） 

第８条 前条第１項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた申請者（以

下「給付決定者」という。）は、住宅改修業者（以下「業者」という。）に

給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。 

（費用の負担） 

第９条 給付決定者は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払うもの

とする。 

２ 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による

ものとする。ただし、１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる

ものとする。 

（業者への支払い） 

第１０条 福祉事務所長は、業者から住宅改修費の給付に要した費用の請求が

あったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により給付決定者が業

者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅

改修費の給付の額は、２０万円を限度とする。 

（費用の返還） 

第１１条 福祉事務所長は、偽りその他不正の手段により住宅改修の給付を受

けた給付決定者等があるときは、当該住宅改修費の給付の額の全部又は一部

を返還させることができる。 

（台帳の整備） 

第１２条 福祉事務所長は、住宅改修費の給付状況を明確にするため、住宅改

修費給付台帳（様式第５号）を整備するものとする。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２２年３月２３日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の騎西町住宅改修費給付事業実

施要綱（平成１８年騎西町告示第１２４号）、北川辺町住宅改修費給付事業

実施要綱（平成１８年北川辺町要綱第２４９号）又は大利根町障害者住宅改

修費給付事業実地要綱（平成１８年大利根町告示第９２号）の規定によりな

された処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなさ

れたものとみなす。 

附 則（平成２５年告示第１１０号） 

この告示は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第５条関係） 

（平成２５告示１１０・一部改正） 

様式第２号（第６条関係） 

（平成２５告示１１０・一部改正） 

様式第３号（第７条関係） 

（平成２５告示１１０・一部改正） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第１２条関係） 

 


